
事業譲渡による⾷品営業許可の地位承継に関する⼿続きフロー 
 
従来の相続・合併・分割による承継と同様に、事業譲渡による地位承継も可能となりました。 
譲受⼈は、新たに許可を取得することなく、譲渡⼈の営業許可（有効期間満了まで）を引き継ぎ、 
引き続き営業を⾏うことができます。（⼿数料不要） 
事業譲渡による地位承継の⼿続きの基本的なフローは、以下のとおりです。 
⼿続き書類の詳細等は、管轄保健所へお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø 事業譲渡を⾏おうとする場合、管轄保健所にご相談ください。 
Ø 保健所から⼿続きに必要な書類、注意点等をご説明します。 

事前相談 

譲渡⼈ 

 
Ø 譲渡⼈から譲受⼈に営業を譲渡する。 

※譲渡契約書・覚書等の書⾯を交わした場合は、保健所への届出
の際に写しの提出が必要です。 

※書⾯を交わしていない場合は、連名での譲渡証明書を作成し、
保健所へ提出いただきます。 

Ø 許可証、図⾯、衛⽣管理計画等を譲受⼈に引き継ぎ、衛⽣管理
の⽅法等を伝達してください。 

営業の譲渡 

譲受⼈ 譲渡⼈ 

 
Ø 営業の譲渡後、譲受⼈は速やかに保健所へ届出してください。 
（必要書類） 
・地位承継届 
・営業譲渡を証する書類（譲渡契約書、覚書、譲渡証明書等） 
・営業譲渡に係る確認書（所定の様式） 
・営業許可証（営業者名の書換えが必要なため） 
・営業許可証書換え交付申請書 
・その他必要書類(屋号や⾷品衛⽣責任者を変更する場合は変更届等) 

保健所への届出 

譲受⼈ 

譲受⼈ 

 
Ø 保健所は、届出受付後、速やかに譲受⼈の衛⽣管理の状況の確

認に伺います。 

⽴⼊調査等 

参考資料 

譲受⼈ 

 
譲受⼈の⽒名を記載（書換）した営業許可証を交付します。 

許可証交付 

お問い合わせは管轄保健所まで 


